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１ 議案 

議案第４号 唐津市公の施設の設備の使用による個人演説会開催に必要な 
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２ 協議事項 
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３ 報告事項 

 (1) 教育長報告 

 (2) 各課報告事項 

  ① 令和７年度当初予算の概要について（教育総務課）      【資料当日配布】 
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  ③ 教育委員会行事予定（教育総務課）                 ･･･２６ 
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４ その他 

次回の定例教育委員会の日程について（案） 

   日 時  令和７年３月２７日（木）１６時００分 

   会 場  唐津市役所 大手口別館６階 会議室 



議案第４号 

   唐津市公の施設の設備の使用による個人演説会開催に必要な設備の公 

   営及び使用規則の一部を改正する規則制定について 

 唐津市公の施設の設備の使用による個人演説会開催に必要な設備の公営及び使用

規則の一部を改正する規則を別紙のように制定するものとする。 

  令和７年２月２７日 提出 

                     唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  竹木場小学校、大良小学校及び切木小学校を廃止し、新たに高峰小学

校を設置することに伴い改正するものである。 
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規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市公の施設の設備の使用による個人演説会開催に必要な設備の公営及び使 

用規則の一部を改正する規則 

 

２ 改正理由 

  竹木場小学校、大良小学校及び切木小学校を廃止し、新たに高峰小学校を設置

することに伴い改正するもの 

 

３ 改正の内容 

  公営施設使用の個人演説会開催のために必要な施設及び設備の範囲並びに納付

すべき公営施設の使用料に係る表中「大良小」及び「切木小」に係る規定を削り、

施設名の「竹木場小」を「高峰小中」に改める。 

 

４ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行する。 

 

５ その他 

  公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１１９条第２項の規定により、

公営施設使用の個人演説会開催のために必要な施設及び設備の範囲等を定める場

合には、市町村の選挙管理委員会の承諾を得る必要があるため、本議案が承認さ

れたときは、唐津市選挙管理委員会に通知し、承諾後、規則の公布を行うものと

する。 
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唐津市教育委員会規則第  号 

   唐津市公の施設の設備の使用による個人演説会開催に必要な設備の公 

   営及び使用規則の一部を改正する規則 

 唐津市公の施設の設備の使用による個人演説会開催に必要な設備の公営及び使用

規則（平成１７年教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

竹木場

小 

屋内運動場 

792.00

有 ス テ

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 225W30 

72W14 

800 

                                     」 

を 

「 

高峰小

中 

屋内運動場 

792.00

有 ス テ

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 225W30 

72W14 

800 

                                     」 

に、 

「 

鬼塚小 屋内運動場 

794.00

有 ス テ

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 水 300W28 

100W8 

800 

 

 

 

 

 

 

 

 

大良小 屋内運動場 

832.00

有 ス テ

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 白 100W5 

水 400W29 

900

湊小 屋内運動場 有 ス テス テ有 有 水 300W3 800
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602.00 

 

 

ージ 

 

 

ー ジ

バ ッ

ク 

 

 

 

 

 

 

200W6 

白 300W6 

 

 

 

 
        

                                     」 

を 

「 

鬼塚小 屋内運動場 

794.00

有 ス テ

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 水 300W28 

100W8 

800 

湊小 

 

 

 

屋内運動場 

602.00

有 

 

 

 

ス テ

ージ 

 

 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 

 

 

 

有 

 

 

 

水 300W3 

200W6 

白 300W6 

 

800

        

                                     」 

に、 

「 

肥前小

向島分

校 

２F ホール 

162

無 有 無 有 有 40W11 100唐津市行政

財産使用料

条例（平成

１７年条例

第７０号）

に規定する

額 

切木小 屋内運動場 

604

有 有 ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 400+250W12 

400W2 

500唐津市立学

校体育施設

の開放に関

する条例に

規定する額 肥前中 屋内運動場 有 有 ス テ有 有 300W20 1,000
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1,354 ー ジ

バ ッ

ク 
         

                                     」 

を 

「 

肥前小

向島分

校 

２F ホール 

162

無 有 無 有 有 40W11 100唐津市行政

財産使用料

条例（平成

１７年条例

第７０号）

に規定する

額 

肥前中 屋内運動場 

1,354

有 有 ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 300W20 1,000唐津市立学

校体育施設

の開放に関

する条例に

規定する額 

                                     」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第４号参考資料 

唐津市公の施設の設備の使用による個人演説会開催に必要な設備の公営及び使用規則の一部改正 

新旧対照表 

改      正      案 現             行 

別表（第１条関係） 

施設名 使用室及び 

面積 

設備の程度 入場 

定員 

使用料 

演台 演壇 演題 

掲示 

椅子 時計 照明（電灯） 

m２   人 円
 略 略   略  略  略  略  略  略 略  略 

高峰小

中 

屋内運動場 

632.00

有 ス テ 

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 225W30 

72W14 

800

 略 略   略  略  略  略  略  略 略 

鬼塚小 屋内運動場 

794.00

有 ス テ 

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 水 300W28 

100W8 

800

湊小 屋内運動場

602.00

有 ス テ 

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 水 300W3 

200W6 

白 300W6 

800

 略 略   略  略  略  略  略  略 略 

 略 略   略  略  略  略  略  略 略  略 

別表（第１条関係） 

施設名 使用室及び 

面積 

設備の程度 入場 

定員 

使用料 

演台 演壇 演題 

掲示 

椅子 時計 照明（電灯） 

m２ 人 円
 略 略   略  略  略  略  略  略 略  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

竹木場

小 

屋内運動場 

632.00

有 ス テ

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 225W30 

72W14 

800

 略 略   略  略  略  略  略  略 略 

鬼塚小 屋内運動場 

794.00

有 ス テ

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 水 300W28 

100W8 

800

大良小 屋内運動場 

832.00

有 ス テ

ージ 

ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 白 100W5 

水 400W29 

900

湊小 

 

屋内運動場

602.00

有 

 

ス テ

ージ 

ス テ

ー ジ

有 

 

有 

 

水 300W3 

200W6 

800

－
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肥前小

向島分

校 

２Fホール 

162

無 有 無 有 有 40W11 100唐津市行政

財産使用料

条例（平成

１７年条例

第７０号）

に規定する

額 

肥前中 屋内運動場 

1,354

有 有 ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 300W20 1,000唐津市立学

校体育施設

の開放に関

する条例に

規定する額 

 略 略   略  略  略  略  略  略 略  略 

 

 

 

   バ ッ

ク 

  白 300W6  

 略 略   略  略  略  略  略  略 略 

 略 略   略  略  略  略  略  略 略  略 

肥前小

向島分

校 

２Fホール 

162

無 有 無 有 有 40W11 100唐津市行政

財産使用料

条例（平成

１７年条例

第７０号）

に規定する

額 

切木小 屋内運動場 

604

有 有 ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 400+250W12 

400W2 

500唐津市立学

校体育施設

の開放に関

する条例に

規定する額 肥前中 屋内運動場 

1,354

有 有 ス テ

ー ジ

バ ッ

ク 

有 有 300W20 1,000

 略 略   略  略  略  略  略  略 略  略 
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○公職選挙法施行令（抄） 

（昭和２５年政令第８９号） 

（個人演説会等の施設の設備） 

第１１９条 第１１５条の規定による通知があつた場合においては、第１１６条の

規定に該当する場合を除くほか、個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等

の施設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備（暖

房の設備を除く。）をしなければならない。ただし、次条第１項の規定により費

用を納付すべき公職の候補者等がこれを納付しない場合においては、この限りで

ない。 

２ 個人演説会等の施設の管理者は、市町村の選挙管理委員会の承諾を得て、前項

の規定によってする設備の程度その他施設（設備を含む。）の使用に関する定め

を設けて、あらかじめこれを公表しなければならない。 

３ 公職の候補者等は、第１項の規定による設備のほか、自ら個人演説会等の開催

のために必要な設備をすることができる。 
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議案第５号 

   唐津市都市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

   制定について 

唐津市都市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のよ

うに制定するものとする。 

  令和７年２月２７日 提出 

                     唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  外町児童センターの廃止などに伴い改正するものである。 
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規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市都市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

２ 改正理由 

  外町児童センターの廃止に伴い改正するもの。また、都市コミュニティセン 

ターで行っている働く婦人の家事業について、「働く婦人の家館長」の職務を都

市コミュニティセンターの所長が行っているため、規定を整理するもの 

 

３ 改正の内容 

  第２条第１項中の「児童センター所長」及び「働く婦人の家館長」を削り、同

条第２項中の「館長」を削る。 

 

４ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行する。 
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唐津市教育委員会規則第  号 

   唐津市都市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

 唐津市都市コミュニティセンター条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第 

４４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「、児童センター所長、働く婦人の家館長及び」を削り、同条第

２項中「及び館長」を削る。 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第５号参考資料 

唐津市都市コミュニティセンター条例施行規則の一部改正新旧対照表 

改      正      案 現             行 

 （職員） 

第２条 センターに所長                    その他の職員

を置き、必要に応じて主査及び副主査を置くことができる。 

２ 所長    は、上司の命を受けて、都市コミュニティセンターの事務を総括

し、所属職員を指揮監督する。 

３ 略 

 

 

 

 （職員） 

第２条 センターに所長、児童センター所長、働く婦人の家館長及びその他の職員

を置き、必要に応じて主査及び副主査を置くことができる。 

２ 所長及び館長は、上司の命を受けて、都市コミュニティセンターの事務を総括

し、所属職員を指揮監督する。 

３ 略 

 

－
 
1
2
 
－



唐津市条例第３５号 

唐津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例 

 唐津市条例の廃止に関する条例（平成１７年条例第３５２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 本則に次の１号を加える。 

(161) 唐津市児童館条例（平成１７年条例第１２５号） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （唐津市都市コミュニティセンター条例の一部改正） 

２ 唐津市都市コミュニティセンター条例（平成１７年条例第３０５号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条第４号中「前３号」を「前

２号」に改め、同号を同条第３号とする。 
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